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青少年を違法・有害情報から保護を目的に 

有識者からなる第三者機関を設立へ 
～健全なモバイルコンテンツの発展・成長へ向けた取り組みを開始～ 

 
 
モバイル・コンテンツ・フォーラム（MCF）は、青少年を違法・有害情報から保護し、
健全なモバイルコンテンツの発展を促進するため、2008年 3月末を目処に有識者等からな
る第三者機関を設立いたします。 
 
１．設立の目的：①モバイルコンテンツの健全化 
        ②青少年を中心とする受信者の保護育成 
        ③受信者の利便性の向上 
 
２．設立の背景： 
   モバイルインターネットは急速に普及し、今や生活に欠かせない重要な社会インフ

ラになっています。その反面、青少年が違法・有害情報に触れる可能性が高まってお

り、実際に青少年が有害サイトにアクセスして犯罪の被害者・加害者になるという問

題も発生しており、業界全体としての取り組みが求められております。このような状

況下、その対策の一つとして、携帯電話事業者により、フィルタリングサービス（「有

害サイトアクセス制限サービス」）が提供されております。 
   フィルタリングサービスは、現状犯罪を助長するサイト、人の尊厳を害するサイト、

自殺を誘引するサイト等、閲覧制限することが妥当なサイトについてのアクセス制限

に資する一方、ブログサービスやソーシャルネットワークサービス等、特定のカテゴ

リに属するサービスを提供するサイトが一律制限されるという状況も存在しておりま

す。閲覧制限されるサイトの中には、青少年の自己表現ツール、親子間や友人間のコ

ミュニケーションツールとして有用であり、社会的に意義のある健全なサイトも存在

しているにも関わらず、有害サイトとして扱われるのはMCFでは大きな問題と考えて



おります。 
   また、このような社会的に意義のあるサイトが、一律でフィルタリングの対象とな

っていることが、結果としてフィルタリングサービスの普及促進の妨げになるものと

考えております。 
   このようなことから、青少年を違法・有害情報から保護しつつ、健全なモバイルコ

ンテンツの発展を促進するため、有識者からなる第三者機関を設立いたします。 
   さらに、青少年が安心して利用できるモバイルインターネット環境を整備していく

ためには、携帯電話事業者、サービス提供者相互の協力が必要と感じております。今

後、各携帯電話事業者及び業界各社に対し、仕組み構築のための協力を積極的に要請

してまいります。各社の協力の下、青少年保護育成に努めるとともに、事業者の努力

が報われ、業界が発展することを望んでおります。 
 
３．活動予定の内容とスケジュール： 
①2007年 12月末までに実施予定 
・準備委員会の発足･･･有識者との協議、コンセプトの策定等 
②2008年 3月末までに実施予定 
・有識者からなる第三者機関の設立            
・健全なモバイルサイトを認定するための基準の策定          
・利用者に対する対応窓口の設置 

  ③2008年 4月に実施予定 
  ・サイト運営者の申請を受け、基準に合致するサイトの認定 
  ・認定サイトに関する定期的な健全性チェック   

 
◆準備委員会メンバー 

MCF事務局、学識経験者、弁護士、コンテンツプロバイダー他 
 
◆モバイル・コンテンツ・フォーラム（略称：MCF）は、モバイルコンテンツ環境の活性
化のため、キャリア、メーカー、コンテンツプロバイダー等の企業が参加して 1999年に
設立された業界団体である。会員数はコンテンツプロバイダーや通信業者を中心に 247
社（12月 3日現在）。URL：http://www.mcf.to/ 

  
 
 

本リリースに関するお問い合わせ先 
モバイル・コンテンツ・フォーラム 事務局長 岸原孝昌
電話番号：03－5468－5091 Fax：03－5468－1237 

E-mail：info@mcf.to 


